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第３章 サーベイランス 

第１節 準備期 

１ 目的 

政府行動計画でいう「サーベイランス」とは、感染症の予防と対策に迅速に還元する

ため、新型インフルエンザ等の発生時に患者の発生動向や国内での感染状況等を体系的

かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収集・分析を行う取組等をいう。 

感染症有事に、発生の早期探知を行い、情報収集・分析及びリスク評価を迅速に行う

ことが重要である。そのためには、平時から感染症サーベイランスの実施体制を構築

し、システム等を整備することが必要である。 

このため、平時から感染症サーベイランスシステム54やあらゆる情報源の活用によ

り、感染症の異常な発生を早期に探知するとともに、各地域の新型インフルエンザ等の

発生状況、患者の発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）、臨床像等の情報を収集する。これらの情報を踏まえ、リスク評価や感染

症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

２ 所要の対応 

（１）実施体制【保健医療部】 

ア 市は、指定届出機関55からの患者報告及びＪＩＨＳや県衛生環境研究所等からの

病原体の検出状況やゲノム情報等の報告により、平時から感染症の発生動向等を把

握する。 

また、市は、市内における新型インフルエンザ等の発生等を早期に探知すること

を目的に、国、県及びＪＩＨＳから提供される情報のみならず、他の地方公共団体

等との連携やあらゆる情報源を活用して、国内の他の地域や海外における感染症の

発生動向等に関する情報収集を積極的に行う。 

イ 市は、国及びＪＩＨＳによるリスク評価に基づき、速やかに有事の感染症サーベ

イランスの実施体制に移行できるよう、平時から必要な準備を行う。 

ウ 市は、平時から国及びＪＩＨＳが実施する感染症サーベイランスに係る技術的な

                                                      
54 感染症法第１２条や第１４条等の規定に基づき届け出られた情報等を集計・還元するた

めに活用されているシステムであり、新型コロナ対応で活用した健康観察機能も有して

いる。 
55 感染症法第１４条第１項の規定に基づき知事から指定を受けた病院又は診療所であり、

五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症

若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担

当する機関。 
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指導及び支援や人材育成の機会を活用するとともに、国が訓練等を通じて有事にお

ける市の感染症サーベイランスの実施体制について評価・検証を行うことに協力す

る。 

エ 市は、国、県及びＪＩＨＳと連携し、感染症インテリジェンスで得た知見等を踏

まえて、有事において迅速かつ効率的な感染症サーベイランスの実施体制を構築で

きるよう、市内の医療機関、民間検査機関を含む関係機関等と平時から情報共有や

意見交換を行う。 

（２）平時に行う感染症サーベイランス【保健医療部、農政部】 

ア 市は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症につ

いて、指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向等の複数の情報

源から市内の流行状況を把握する。 

イ 市は、国、県、ＪＩＨＳ等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検

体を入手し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）を平時から把握するとともに、感染症サーベイ

ランスシステムを活用し、発生状況について共有する。 

ウ 市は、ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき、国、県、ＪＩＨＳ、家畜保健

衛生所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国

立環境研究所等と連携し、家きんや豚及び野生動物のインフルエンザウイルス等の

保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発生を監視する。 

また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したお

それのある者について市保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有

を速やかに行う体制を整備する。 

  エ 市は、国、県、ＪＩＨＳ等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓

練等を通じ、感染症サーベイランスシステムを活用した疑似症サーベイランス56に

よる新型インフルエンザ等の早期探知の運用の習熟を行う。 

（３）人材育成（研修の実施）【保健医療部】 

   市は、国、県、ＪＩＨＳ等が実施する研修等を活用し、感染症サーベイランスに関

係する人材の育成と確保を図る。 

                                                      
56 感染症法第１４条第７項及び第８項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大

臣から通知を受けた県及び保健所設置市が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は

五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものであって、当該感染症にかかった

場合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき等に、管轄する区域内に所在する病

院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡し

た者の死体を検案したときに届出を求める制度。 
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（４）ＤＸの推進【保健医療部、総務部】 

   市は、平時から、感染症流行に関する情報を効率的かつ迅速に収集するとともに、

有事における迅速な感染症危機管理上の判断及び重症度等の感染症対策に資する情報

収集が可能となるよう、ＤＸを推進する。 

また、平時から医療機関に対し、感染症サーベイランスシステムの利用促進を図

る。 

（５）感染症サーベイランスから得られた情報の共有【保健医療部、総務部】 

   市は、国、県及びＪＩＨＳから提供される情報等を踏まえ、感染症の特徴や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報等のサーベ

イランスの分析結果に基づき、正確な情報を市民等に分かりやすく提供・共有する。 
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第２節 初動期 

１ 目的 

国内外における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の際に、発生初期の段階から

各地域の感染症の発生状況や発生動向の推移を迅速かつ的確に把握し、感染症の特徴や

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等に関する情報の収集を迅速

に行う必要がある。 

初動期では、感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期に探知された新型イン

フルエンザ等に関する情報の確認を行い、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定に

つなげる。 

 

２ 所要の対応 

（１）実施体制【保健医療部】 

市は、県及び県衛生環境研究所等と連携し、新型インフルエンザ等の発生時に、国

及びＪＩＨＳによる初期段階のリスク評価に基づき、有事の感染症サーベイランスの

実施体制の整備を進める。 

（２）リスク評価 

  ア 有事の感染症サーベイランス57の開始【保健医療部】 

    市は、国、県、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、準備期から実施している感染症

サーベイランスを継続するとともに、新たな感染症が発生した場合には、国の定め

る疑似症の症例定義により、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを速やかに

開始する。また、市は、国、県、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、新型インフルエ

ンザ等の患者の全数把握を始めとする患者発生サーベイランス等の強化により、患

者の発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化する。 

また、市は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

臨床像や治療効果、市民の抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入院者数や重

症者数の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイランスを行う等有

事の感染症サーベイランスを開始する。 

新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を県衛生環境

研究所等において、亜型等の同定を行い、市は、ＪＩＨＳにそれを報告する。 

                                                      
57 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき、患

者の発生動向（患者発生サーベイランス）、入院者数、重症者数の収集（入院サーベイ

ランス）、ウイルスゲノム情報の収集（病原体ゲノムサーベイランス）、下水サーベイラ

ンス等の複数のサーベイランスを実施する。 
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  イ リスク評価に基づく感染症サーベイランスの実施体制の強化【保健医療部】 

    市は、国及びＪＩＨＳにおける感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、臨床像等についての分析に関して協力を行う。国は、これらを踏

まえた初期段階でのリスク評価に基づき、感染症サーベイランスの実施体制の強化

等の必要性の評価を行う。 

  ウ リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施【保健医療部】 

    市は、国、県及びＪＩＨＳと連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を

踏まえた初期段階でのリスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施す

る。 

（３）感染症サーベイランスから得られた情報の共有【保健医療部、総務部】 

   市は、市内の感染症の発生状況等を迅速に把握し、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報を含め国、県及び

ＪＩＨＳに共有するとともに、感染症の発生状況等や感染症対策に関する情報を、市

民等へ迅速に提供・共有する。 
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第３節 対応期 

１ 目的 

市は、強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、各地域の新型イン

フルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感

染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、市民の抗体保有状況等に関する情報を収集

し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

また、市は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランス

の実施体制の検討や見直しを行う。 

 

２ 所要の対応 

（１）実施体制【保健医療部】 

市は、国、県及びＪＩＨＳと連携し、新型インフルエンザ等に関する情報収集を迅

速に実施できるよう、リスク評価に基づき、有事の感染症サーベイランスの実施体制

を整備する。 

また、国及びＪＩＨＳにおける感染症サーベイランスの実施体制の検討や見直しに

協力する。 

（２）リスク評価 

  ア 有事の感染症サーベイランスの実施【保健医療部】 

    市は、国、県及びＪＩＨＳと連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床

像等の情報を把握するため、退院等の届出の提出を求める。また、市は、国、県、

ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推

移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）及び臨床像等

について、流行状況に応じたサーベイランスを実施する。 

    なお、国が、患者の全数把握の必要性を再評価し、定点把握を含めた適切な感染

症サーベイランスの実施体制に移行した際には、市は速やかにサーベイランスの実

施体制を移行し、医療機関や市保健所の業務負担の軽減を図る。 

    また、市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感

染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。 

  イ リスク評価に基づく感染症サーベイランス手法の検討及び実施【保健医療部】 

    国がＪＩＨＳと連携して行う、感染症の特徴及び流行状況を踏まえたリスク評価

に基づき、全国的な感染症サーベイランスの強化の必要性、感染症サーベイランス

の対象及び届出対象者の重点化や効率化等の必要性の評価を踏まえ、市は、市内に

おけるサーベイランスの強化を行う。初動期以降も、必要に応じて、疫学調査等に
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より、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）及び臨床像

等について評価を行い、必要な対応や見直しを実施する。 

  ウ リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施【保健医療部】 

    市は、国、県及びＪＩＨＳと連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を

踏まえたリスク評価に基づく感染症対策を迅速に判断及び実施する。また、流行状

況やリスク評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を切り替える。 

（３）感染症サーベイランスから得られた情報の共有【保健医療部、総務部】 

   市は、感染症サーベイランスにより市内の新型インフルエンザ等の発生状況等を迅

速に把握し、国、県及びＪＩＨＳから提供される感染症の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報を含め、医療機関を始め

とした関係機関に共有するとともに、市民等へ新型インフルエンザ等の発生状況等に

ついて迅速に提供・共有する。 

特に、新型インフルエンザ等対策の強化又は緩和を行う場合等の対応においては、

リスク評価に基づく情報を共有し、各種対策への理解・協力を得るため、可能な限り

科学的根拠に基づいて市民等に分かりやすく情報を提供・共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


